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1945年９月21日には、アメリカ海軍が沖縄を統治することになりますが、この電話帳はその頃出版された
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とを伺い知ることができます。
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元琉球政府職員 新城鐵太郎さん。琉球政府の広報写真を前に。平成19年７月
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新
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こ
の
四
月
、沖
縄
県
公
文
書
館
長（
沖
縄
県
公
文
書
館
指
定
管
理
者(

財)

沖
縄

県
文
化
振
興
会
常
務
理
事
）
と
し
て
、
伊
佐
嘉
一
郎(

前
県
文
化
環
境
部
長)

が

着
任
し
ま
し
た
。

公
文
書
館
館
長
と
し
て
、

今
も
っ
と
も
実
感
な
さ
っ
て

い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？

こ
れ
ま
で
の
行
政
経
験
で
、
公

文
書
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
は
、

こ
と
あ
る
ご
と
に
実
感
し
て
き
ま

し
た
。行
政
機
関
で
は
、多
く
の
許

認
可
権
限
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
こ
で
は
ま
さ
に
「
公
文
書
が
大

切
」で
す
。

公
文
書
に
は
、
許
認
可
に
あ
た

っ
て
所
管
部
局
が
ど
の
よ
う
な
判

断
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
行
政
機
関
の
判

断
は
住
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
多
く
、
の
ち
の
ち

そ
の
判
断
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。そ
の
時
に
、公
文
書
が
行

政
判
断
の
経
緯
の
検
証
に
役
立
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
行
政
文
書
を
広
く

公
開
し
、
行
政
の
説
明
責
任
を
果

た
す
と
い
う
こ
と
は
、
公
文
書
館

の
役
割
と
し
て
、
た
い
へ
ん
重
要

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

公
文
書
館
は
、
行
政
の
内

部
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
公
文

書
を
県
民
に
開
か
れ
た
も
の
に

し
て
い
く
の
で
す
が
、
公
開
に

お
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護

等
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
図
る

か
、と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

情
報
公
開
条
例
や
個
人
情
報
保

護
条
例
は
、個
人
情
報
に
つ
い
て
は

原
則
非
公
開
と
い
う
立
場
で
す
。し

か
し
公
文
書
館
で
は
、一
定
期
間
が

経
過
す
れ
ば
、公
文
書
を
公
開
す
る

の
が
前
提
と
な
っ
て
い
ま
す
。

行
政
の
裁
量
や
意
思
決
定
の
記

録
は
、で
き
る
だ
け
速
や
か
に
公
開

し
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
ま
す
が
、

個
人
情
報
に
関
し
て
は
、個
人
の
権

利
利
益
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。現
在
の
よ
う
な
情
報
化
社
会
で

は
、ま
す
ま
す
公
文
書
に
関
し
て
の

専
門
性
が
、公
文
書
館
に
求
め
ら
れ

ま
す
。

平
成
七
年
の
開
館
か
ら
十

二
年
が
経
ち
ま
し
た
。当
面
の

目
標
は

　
県
職
員
や
県
民
の
み
な
さ
ん
に
、

公
文
書
館
制
度
の
重
要
性
を
理
解

し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、歴
史
資

料
と
し
て
の
公
文
書
に
つ
い
て
も

っ
と
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ

う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
展
示
等
を
し
て
、

公
文
書
館
を
も
っ
と
県
民
が
親
し

み
や
す
い
身
近
な
施
設
に
し
た
い

で
す
ね
。

Q2 Q1
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　新城さんは1952年から10年余り琉球政府の広報カメラマン
を務められ、沖縄県公文書館に収蔵されているその時期の琉球

政府広報写真の多くは新城さんの撮影によるものです。そこ

で、沖縄県公文書館は、これらの広報写真についての情報を新

城さんから聴き取る作業を行っています。このコラムは、これ

から３回に亘って、新城鐵（てつ）太郎さんにうかがったお話を

掲載する予定です。初回は新城さんの経歴をご紹介します。

　
新
城
鐵
太
郎
さ
ん
は
大
正
十（
一
九

二
一
）
年
一
月
、
台
湾
で
生
ま
れ
ま
し

た
。父
親
の
鐵
三
さ
ん
は
台
湾
総
督
府

の
官
吏
を
し
て
お
り
、
昭
和
二
年
、
鐵

太
郎
さ
ん
は
台
南
市
の
玉
井
小
学
校

に
入
学
し
ま
す
。小
学
校
五
年
生
の
夏

休
み
に
家
族
で
石
垣
村
（
現
石
垣
市
）

登
野
城
の
父
親
の
実
家
に
里
帰
り
す

る
の
で
す
が
、台
湾
へ
戻
る
間
際
に
風

邪
を
ひ
い
て
寝
込
ん
で
し
ま
い
、一
人

で
祖
父
母
の
も
と
に
残
っ
た
の
で
し

た
。そ
こ
の
生
活
が
す
っ
か
り
気
に
入

っ
た
新
城
少
年
は
、風
邪
が
治
っ
て
も

台
湾
へ
帰
ら
ず
、そ
の
ま
ま
石
垣
の
小

学
校
へ
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
名
護
に
あ
っ
た
県
立
三
中

に
進
み
、最
後
の
一
年
間
は
比
嘉
秀
平

教
頭
（
戦
後
、
琉
球
政
府
初
代
行
政
主

席
を
務
め
た
）の
薫
陶
を
受
け
ま
す
。

　
卒
業
後
、
満
州
（
現
在
の
中
国
東
北

部
）
に
渡
り
、
新
京
市
（
現
在
の
長
春

市
）に
あ
っ
た
満
州
生
活
必
需
品
株
式

会
社
本
社
に
勤
務
。
昭
和
十
七
年
一

月
、二
十
歳
で
陸
軍
に
現
役
兵
と
し
て

入
営
し
、戦
時
中
は
中
国
東
北
部
か
ら

中
国
中
部
に
か
け
て
転
戦
。そ
の
後
船

舶
兵
と
し
て
南
方
へ
送
ら
れ
、ト
ラ
ッ

ク
諸
島
の
春
島
で
敗
戦
を
迎
え
ま
し

た
。
昭
和
二
十
年
九
月
に
東
京
に
復

員
、
熊
本
で
の
新
聞
記
者
生
活
を
経

て
、
一
九
四
七
年
、
石
垣
に
戻
り
ま
し

た
。

　
一
九
五
二
年
四
月
、琉
球
政
府
が
発

足
し
ま
す
が
、そ
の
直
前
に
視
察
で
石

垣
を
訪
れ
た
恩
師
比
嘉
秀
平
氏
と
再

会
し
、琉
球
政
府
入
り
を
強
く
勧
め
ら

れ
ま
し
た
。
一
九
五
二
年
六
月
、
琉
球

政
府
に
入
庁
し
た
新
城
さ
ん
は
行
政

主
席
直
属
の
情
報
課
に
配

属
さ
れ
、
広
報
の
仕
事
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以

後
、
十
年
余
に
亘
り
琉
球
政

府
の
重
要
な
行
事
や
人
物

の
写
真
を
撮
る
の
で
す
が
、

入
庁
し
た
ば
か
り
の
頃
は

政
府
備
品
の
カ
メ
ラ
が
な

く
、
新
城
さ
ん
が
戦
前
か
ら

愛
用
し
て
い
た
カ
メ
ラ
を

使
用
し
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
渉
外
課
長
な
ど

を
経
て
、
一
九
六
八
年
十
一

月
か
ら
東
京
事
務
所
の
渉

外
官
と
し
て
施
政
権
返
還

に
向
け
た
制
度
調
整
を
行

い
ま
し
た
。
復
帰
後
は
国
に

身
分
が
引
継
が
れ
、
新
設
の

第
十
一
管
区
海
上
保
安
本

部
に
配
置
。
一
九
八
一
年
、
石
垣
海
上

保
安
部
次
長
で
定
年
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
の
後
も
日
本
内
航
海
運
組
合
の
監

査
委
員
を
八
十
歳
ま
で
務
め
、ま
た
現

在
で
も
那
覇
市
久
米
町
の
自
治
会
の

顧
問
と
し
て
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て

い
ま
す
。（
文
責
　
富
永
一
也
公
文
書

主
任
専
門
員
）

伊佐嘉一郎館長

新城さんが撮影した比嘉秀平主席。 
1954年、琉球政府の主席室にて。背景の
白い建物は那覇警察署。
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アーカイブズ
フラッシュ

アーカイブズ
フラッシュ

平
成
十
九
年
四
月
か
ら
、公
文
書
館
に
指
定

管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

講
演
会

沖縄県（総務部総務私学課）

沖縄県公文書館の管理に関する基本協定

沖縄県公文書館指定管理者 財団法人沖縄県文化振興会

　史料編集室は、沖縄県教育委員会(文化課)から編
集事業等の委託を受けています。
　公文書等の収集・整理、閲覧、利用普及、保存とい
った公文書館業務は、資料課が実施しています。

指
定
管
理
者
制
度
っ
て
？

　
県
が
設
置
し
た
公
共
施
設
を
効
率

よ
く
管
理
・
運
営
す
る
た
め
、民
間
企

業
な
ど
か
ら
最
適
な
団
体
（
指
定
管

理
者
）を
選
び
、県
に
代
わ
っ
て
施
設

を
管
理
し
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
公
共
施
設
の
管
理
は
、

県
や
公
共
的
団
体
な
ど
に
限
定
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
民
間
の
能
力
を
活

用
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
管

理
に
係
る
経
費
の
節
減
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
制
度
化
さ
れ
た
の
が
指
定

管
理
者
制
度
で
す
。公
園
や
運
動
場
、

マ
リ
ー
ナ
、
県
営
住
宅
、
劇
場
な
ど

が
、
指
定
管
理
者
に
委
ね
ら
れ
て
い

ま
す
。

公
文
書
館
の
指
定
管
理
者
は
誰
？

　(
財)
沖
縄
県
文
化
振
興
会
が
選
定

さ
れ
ま
し
た
。
県
文
化
振
興
会
は
沖

縄
県
が
出
資
す
る
公
益
法
人
で
、
こ

れ
ま
で
管
理
委
託
制
度
に
よ
り
公
文

書
館
業
務
を
受
託
し
て
き
た
実
績
が

あ
り
ま
す
。

　
平
成
十
八
年
十
二
月
議
会
で
指
定

管
理
者
指
定
の
議
決
を
得
て
、
十
二

月
二
十
二
日
に
指
定
を
受
け
ま
し

た
。平
成
十
九
年
四
月
か
ら
は
、県
の

出
先
機
関
と
し
て
の
公
文
書
館
は
な

く
な
り
、
県
文
化
振
興
会
が
公
文
書

館
を
管
理
・
運
営
し
て
い
ま
す
。指
定

管
理
期
間
は
平
成
二
十
一
年
度
ま
で

の
三
年
間
で
す
。そ
の
後
県
は
、あ
ら

た
め
て
指
定
管
理
者
を
選
定
し
直
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。

公
文
書
館
長
は
誰
が
？

　
指
定
管
理
者
で
あ
る
県
文
化
振
興

会
の
常
務
理
事
が
、
対
外
的
に
は
沖

縄
県
公
文
書
館
長
と
な
り
ま
す
。
同

じ
く
県
文
化
振
興
会
の
総
務
企
画
課

長
が
、副
館
長
と
な
り
ま
す
。

公
文
書
等
の
利
用
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
？

　
こ
れ
ま
で
管
理
委
託
制
度
の
も
と

で
県
文
化
振
興
会
が
提
供
し
て
き
た

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
す
。
さ
ら
に
よ
り
多
く
の
み

な
さ
ま
に
公
文
書
館
を
利
用
し
て
い

た
だ
く
よ
う
、
指
定
管
理
者
に
努
力

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
公
文
書
等
の
出
版
物
等

掲
載
許
可
や
館
外
貸
出
と
い
っ
た
許

認
可
に
つ
い
て
は
、
指
定
管
理
者
の

権
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
四
月

か
ら
は
、
沖
縄
県
知
事
に
許
可
申
請

書
を
提
出
し
て
審
査
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
指
定
管
理
者
は
、
公
文
書
館
の
窓

口
で
利
用
に
つ
い
て
の
ご
相
談
を
受

け
、許
可
申
請
を
取
り
次
ぎ
ま
す
。

公
文
書
等
の
収
集
も
、こ
れ
ま
で

ど
お
り
で
す
か
？

　
資
料
は
原
則
と
し
て
原
本
で
収
集

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

困
難
な
場
合
は
複
製
で
収
集
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
決
定
す

る
権
限
は
指
定
管
理
者
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
沖
縄
県
知
事
の
承
認
を
得
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
沖
縄
県
の
区
域
以
外
に
あ

る
資
料
を
収
集
の
た
め
に
調
査
す
る

と
き
も
、
沖
縄
県
知
事
の
承
認
が
必

要
で
す
。

平
成
十

九
年
五
月

十

八

日

、

公
文
書
講

演

会
「

国

立
公
文
書
館
の
公
開
制
度
・
歴
史
公

文
書
と
個
人
情
報
」を
、公
文
書
館
講

堂
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
講
師
に
は
独
立
行
政
法
人
国
立
公

文
書
館
か
ら
米
川
恒
夫
公
文
書
専
門

官
を
お
招
き
し
、
お
よ
そ
一
時
間
半

に
わ
た
っ
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

公
文
書
館
の
使
命
と
役
割
、
国
及
び

地
方
公
共
団
体
の
責
務
、ま
た
、国
立

公
文
書
館
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観

点
か
ら
行
う
利
用
制
限
を
ど
の
よ
う

に
実
施
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
、
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
整
理

し
て
い
た
だ
き
、
実
り
多
い
講
演
と

な
り
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
お
よ
そ
百
二
十
人
を
数

え
、
市
町
村
の
文
書
担
当
や
歴
史
編

纂
担
当
の
職
員
の
方
だ
け
で
な
く
、

一
般
県
民
の

み
な
さ
ん
の

姿
も
多
く
、

公
文
書
館
の

諸
制
度
に
対

す
る
関
心
の

高
さ
を
知
る

こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

米川垣夫さん

（財団組織図 平成19年6月現在）

資料課長

理事長

常務理事（兼事務局
長、公文書館長）

総務企画課長
（副館長）

主幹１

主査３

主事２

公文書主任
専門員１

公文書専門員７

修復士１

史料編集室長

副主査１

主任専門員５

主幹１

専門員1
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沖縄県公文書館だより



　昭和47年５月、沖縄の施政権が返還され、戦後27年間におよんだ米軍の沖
縄統治が終わりました。今年平成19年は、その35周年にあたります。関連し
たトピックとして、沖縄県公文書館に所蔵されている施政権返還（復帰）関
連の文書をご紹介します。

復帰と制度調整復帰と制度調整復帰と制度調整特集　
集

  

占
領
と
独
自
制
度
の
発
達

　
一
九
四
五
年
四
月
、沖
縄
に
上
陸

し
た
米
軍
は
、「
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
」

（
米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
一
号
）

に
よ
り
、南
西
諸
島
に
お
け
る
日
本

の
行
政
権
を
停
止
し
ま
し
た
。
以

後
、米
軍
に
よ
る
布
令
・
布
告
・
指
令

が
沖
縄
統
治
の
基
本
と
な
り
ま
し

た
。一

九
五
二
年
の
琉
球
政
府
の
設

立
後
は
、布
令
・
布
告
・
指
令
に
反
し

な
い
範
囲
で
、立
法
院
に
よ
る
立
法

も
行
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
、沖
縄
に
は
独
自
の
行
政
制

度
、
裁
判
制
度
、
資
格
制
度
な
ど
が

発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。

  

「
一
体
化
」と
制
度
調
整

一
九
六
七
年
十
一
月
、
佐
藤
首

相
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
会
談
を

行
い
、そ
の
後
の
共
同
声
明
で
沖
縄

の
施
政
権
返
還
の
方
針
を
確
認
し
、

さ
ら
に「
施
政
権
が
日
本
に
回
復
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
に
起
る
で

あ
ろ
う
摩
擦
を
最
小
限
に
す
る
た

め
，
沖
繩
の
住
民
と
そ
の
制
度
の

日
本
本
土
と
の
一
体
化
を
進
め
」る

こ
と
で
一
致
し
ま
し
た
。

　
施
政
権
返
還
は
、占
領
下
沖
縄
で

独
自
に
発
達
し
た
諸
制
度
を
、日
本

本
土
の
そ
れ
と
「
一
体
化
」
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
返
還
へ
向
け
て
、
諸
制
度
の
調

整
が
検
討
さ
れ
、法
制
化
さ
れ
ま
し

た
。「
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
」（
昭
和
四
十
六

年
十
二
月
三
十
一
日
法
律
第
百
二

十
九
号
、
以
下
「
復
帰
特
別
措
置

法
」）に
は
、「
沖
縄
の
復
帰
に
伴
い
、

本
邦
の
諸
制
度
の
沖
縄
県
の
区
域

に
お
け
る
円
滑
な
実
施
を
図
る
た

め
に
必
要
な
特
別
措
置
を
定
め
る

も
の
と
す
る
」
と
う
た
わ
れ
、
必
要

な
経
過
措
置
や
権
利
義
務
の
承
継

に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
で
、「
一

体
化
」が
ス
ム
ー
ズ
に
実
現
す
る
こ

と
が
図
ら
れ
た
の
で
し
た
。

そ
れ
は
、
琉

球
政
府
の
渉
外

官
の
一
人
と
し

て
施
政
権
返
還

に
向
け
国
の
省

庁
と
の
調
整
業

務
に
携
わ
っ
た

新
城
鐵
太
郎
さ

ん
（
今
号
の
コ

ラ
ム
「
こ
の
人

に
聞
き
ま
し

た
」
に
登
場
）
に
よ
れ
ば
、「
四
角
い

パ
イ
プ
と
丸
い
パ
イ
プ
を
う
ま
く

つ
な
ぐ
た
め
の
連
結
管
」を
製
作
す

る
よ
う
な
仕
事
で
し
た
。

　
沖
縄
県
公
文
書
館
に
は
、そ
の
よ

う
な
制
度
調
整
の
具
体
的
事
例
を

示
す
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

  

消
防
設
備
士

『
消
防
設
備
士
の
特
例
試
験
制
度
に

関
す
る
こ
と
』

（
資
料
コ
ー
ド : 0

0
0
0
0
6
7
3
3
4

）

　
消
防
法
に
よ
り
、消
防
設
備
士
以

外
の
者
が
消
防
用
設
備
等
の
設
置

工
事
や
整
備
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が（
こ
れ

を
「
職
の
独
占
」
と
い
い
ま
す
）
、
復

帰
前
の
沖
縄
で
は
相
当
す
る
資
格

が
な
か
っ
た
た
め
、消
防
法
施
行
令

に
よ
り
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
、昭

和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は

法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、資
格
試
験
そ
の

も
の
に
つ
い
て
は
、特
例
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。写
真

の
文
書
は
、特
例
試
験
を
要
望
す
る

県
内
業
界
の
陳
情
を
受
け
た
県
が
、

国
（
当
時
の
自
治
省
消
防
庁
）
に
提

出
し
た
救
済
措
置
の
要
望
書
の
控

え
で
す
。
公
文
書
館
で
は
、
そ
れ
が

認
め
ら
れ
、特
例
試
験
の
実
施
に
至

っ
た
経
過
を
示
す
文
書
を
所
蔵
し

て
い
ま
す
。

  

准
看
護
婦
（
現
在
の
呼
称
は
准
看
護
師
）

『
臨
時
准
看
護
婦
特
例
講
習

会
に
関
す
る
書
類
』

『
臨
時
看
護
婦
特
例
講
習
会

昭
和
四
十
八
年
度
』

『
臨
時
看
護
婦
特
例
講
習
会

昭
和
四
十
九
年
度
』

　「
復
帰
特
別
措
置
法
」の
第

百
二
条
（
准
看
護
婦
（
師
）
に

関
す
る
特
例
）に
よ
り
、琉
球

政
府
の
立
法
第
百
四
十
九
号

「
公
衆
衛
生
看
護
婦
助
産
婦
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公
文
書
館
は
、
沖
縄
県
の
文
書
規
程
等
に
基
づ

き
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書
の
引
渡
を
受
け
、

選
別
・
整
理
し
て
利
用
に
供
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
十
九
年
四
月
に
は
、沖
縄
県
が
昭
和
四
十
七

年
か
ら
昭
和
五
十
六
年
頃
ま
で
に
作
成
・
収
受
し
た

公
文
書
千
百
七
十
八
簿
冊
を
、新
し
く
公
開
し
ま
し

た
。次
の
よ
う
な
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
文
書
に
よ
っ
て
は
、個
人
情
報
保
護
な
ど
の
理
由

で
、
閲
覧
で
き
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

・�

知
事
あ
て
陳
情
等
の
対
応
に
関
す
る
文
書

・�

沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
の
跡
利
用
問
題
対
策
に

関
す
る
文
書

・�

庁
議
議
事
録

・�

開
発
行
為
許
可
申
請
に
関
す
る
文
書

・�

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
）
の
設
置
認
可
に
関
す

る
文
書

・�

琉
球
大
学
医
学
部
の
設
置
準
備
に
関
す
る
文
書

・�

都
市
計
画
の
決
定
に
関
す
る
書
類

・�

道
路
施
設
の
現
況
調
査
に
関
す
る
書
類

・�

公
有
水
面
埋
立
の
免
許
及
び
竣
工
認
可
に
関
す

る
文
書

・�
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
書
類

・�
県
営
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
書
類

沖
縄
県
文
書
の
新
規
公
開

当番

看
護
婦
法
」で
設
置
さ
れ
た
臨
時
准

看
護
婦
養
成
所
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
は
、受
験

資
格
を
定
め
た
国
の
法
律
に
よ
ら

ず
、沖
縄
県
知
事
が
行
う
准
看
護
師

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
資

格
の
効
力
は
、沖
縄
県
内
に
限
ら
れ

て
い
ま
し
た
。こ
れ
に
は
さ
ら
に
特

例
が
設
け
ら
れ
、厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
し
た
講
習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者
に
つ
い
て
は
、本
土
と
同
等

の
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
写
真
の
文
書
は
、こ
の
特
例
講
習

会
に
関
す
る
も
の
で
、講
習
会
実
施

要
領
、
講
習
生
名
簿
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
、実
施
報
告
書
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

  

給
与

『
琉
球
政
府
職
員
の
給
与
仮
計
算
の

基
準
お
よ
び
要
領
』

（
資
料
コ
ー
ド : 0

0
0
0
0
6
5
1
7
6

）

『
琉
球
政
府
職
員
給
与
計
算
関
係
書

類
』（
資
料
コ
ー
ド : 0

0
0
0
0
6
5
1
8
4

）

　
琉
球
政
府
と
日

本
政
府
で
は
公
務

員
の
給
与
体
系
が

異
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
も「
一
体
化
」

の
対
象
に
な
り
ま

し
た
。「
復
帰
特
別

措
置
法
」
の
第
三

十
二
条
に
あ
る
よ

う
に
、復
帰
後
、琉

球
政
府
の
職
員
の
身
分
は
、
国
、
沖

縄
県
、ま
た
は
沖
縄
県
内
の
市
町
村

の
い
ず
れ
か
に
引
き
継
が
れ
ま
し

た
。そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
な
給
与
体
系

の
も
と
に
置
か

れ
た
わ
け
で
す

が
、
差
額
が
出

る
場
合
に
は
特

別
手
当
が
加
算

さ
れ
ま
し
た
。

写
真
の
文
書

（
左
）
は
特
別
手

当
関
係
、
右
側

の
文
書
は
、仮
に
琉
球
政
府
職
員
が

国
家
公
務
員
と
な
っ
た
場
合
の
俸

給
額
を
仮
計
算
す
る
た
め
の
資
料

で
す
。

沖縄県公文書館だより
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Q

Q
A&

閲
覧
室

閲
覧
室

QA

ト
ー
マ
ス
・
マ
ー
フ
ィ
ンT

h
o
m
a
s 

M
u
rfin
(

一
九
一
五
〜
二
〇
〇
〇
年)

氏

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
日
本
語
を

習
得
し
、海
軍
将
校
と
し
て
、一
九
四
五

年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
、
沖
縄
の
米

国
海
軍
軍
政
府
に
勤
務
し
ま
し
た
。
四

五
年
四
月
に
設
営
さ
れ
た
比
嘉
・
島
袋

収
容
所
を
管
理
運
営
す
る
ス
タ
ッ
フ
の

一
員
も
勤
め
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
、
一
九
五
二
年
か
ら
五
四

年
に
か
け
て
、
在
沖
米
国
副
領
事
と
し

て
沖
縄
と
関
わ
り
ま
し
た
。

平
成
十
二
年
九
月
、
同
氏
が
収
集
し

保
存
し
て
い
た
文
書
二
百
三
十
三
件

を
、妻
の
ジ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
フ
ィ
ン
さ
ん

が
公
文
書
館
に
寄
贈
な
さ
い
ま
し
た
。

収
容
所
の
写
真
や
、
沖
縄
島
の
地
図
な

ど
を
含
む
資
料
群
と
な
っ
て
い
ま
す
。

公文書館資料コード：0000003388

終戦直後、宜野座の子どもたち
トーマス・マーフィン文書より

Orphanage-Ginoza. (孤児院、宜野座）
写真の裏面には、soybeanmilk feeding(豆乳を与える)
メモ書きがあります。戦争は多くの孤児を生み出しました。

　沖縄本島中南部に比べて、戦闘が早く終結した
本島北部では、子供達への教育も、いち早く再開
されていました。ここにご紹介する写真は日付不
明ですが、1945年に宜野座の収容所近辺で撮影さ
れた可能性が高いと思われます。

公文書館資料コード：0000003390
Building in soke. (惣慶の建物）
　宜野座村惣慶のことと思われます。左手の建物は軍政府が使
用していたようです。

県
内
に
所
有
し
て
い
た

土
地
が
戦
後
、
米
軍
に
よ
っ

て
占
有
、
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
対

し
て
補
償
が
行
わ
れ
、
補
償
金
に

対
し
て
徴
収
さ
れ
た
領
収
書
が
あ

る
と
き
き
ま
し
た
。
ま
た
米
軍
用

地
の
た
め
の
土
地
賃
借
に
関
し
て

契
約
が
取
り
交
わ
さ
れ
た
と
も
き

き
ま
す
。

　
公
文
書
館
は
そ
の
よ
う
な
領
収

書
や
契
約
書
等
も
保
管
し
て
い
ま

す
か
。
私
は
当
事
者
の
代
理
人
と

し
て
、依
頼
人
が
県
内
某
町（
当
時

は
村
）
で
所
有
し
て
い
た
土
地
に

関
す
る
こ
の
よ
う
な
資
料
を
探
し

て
い
ま
す
。

琉
球
政
府
法
務
局
文
書
「
講

和
発
効
前
損
失
補
償
に
関
す
る

書
類
」群
の
中
に「
講
和
発
効
前
補
償

金
支
払
済
現
金
領
収
書
」（
該
当
す
る

自
治
体
の
資
料
は
二
十
六
簿
冊
）
、

「
基
本
賃
貸
借
契
約
書
」（
該
当
す
る

自
治
体
の
資
料
は
四
十
三
簿
冊
）
あ

り
ま
す
。 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
作
成

か
ら
ま
だ
五
十
年
が
経
過
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、「
沖
縄
県
公
文
書
館
管

理
規
制
第
四
条
（
個
人
の
秘
密
で
あ

っ
て
、
当
該
情
報
を
公
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
個
人
の
利
益
を
不
当

に
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
）」に

よ
り
、
ご
本
人
又
は
三
親
等
以
内
の

親
族
の
方
の
み
閲
覧
が
可
能
な
資
料

で
す
。

閲
覧
の
際
は
、
ご
本
人
で
あ
る
こ

と
を
示
す
身
分
証
明
書
か
本
人
と
の

続
柄
を
示
す
戸
籍
謄
本
等
の
書
類
が

必
要
で
す
。
代
理
人
の
方
が
閲
覧
さ

れ
る
場
合
は
代
理
人
証
明
書
の
提
出

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
公
文
書
館
職
員
が
該
当
す
る
個
人

の
資
料
を
お
探
し
し
、
そ
の
部
分
だ

け
を
閲
覧
、
複
写
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
対
象
と
な
る

資
料
が
多
い
場
合
は
、
お
探
し
す
る

ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
ご

了
承
下
さ
い
。

＊
「
講
和
発
効
前
補
償
」
と
は
、
一
九

四
五
年
八
月
一
日
か
ら
一
九
五
二
年

四
月
二
十
八
日
の
対
日
講
和
条
約
ま

で
の
期
間
、
沖
縄
住
民
が
米
軍
か
ら

受
け
た
人
身
、
財
産
等
の
被
害
に
対

し
て
と
ら
れ
た
補
償
措
置
を
い
い
ま

す
。

　
一
九
四
五
年
か
ら
一
九

五
二
年
の
間
、
軍
人
、
軍
属

が
被
告
と
な
っ
た
裁
判
記
録
や
、

終
戦
以
降
、
一
九
八
〇
年
頃
ま
で

の
間
、軍
人
・
軍
属
が
起
こ
し
た
交

通
死
亡
事
故
の
統
計
資
料
は
あ
り

ま
す
か
。

　
軍
人
・
軍
属
は
軍
事
法
廷
で

裁
か
れ
て
お
り
、
そ
の
記
録
は

米
国
立
公
文
書
館
に
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
彼
ら
が
起
こ
し
た
交
通
死

亡
事
故
の
件
数
は
、
軍
政
報
告
書
に

記
載
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
に
加
え
て
、

講
和
前
補
償
関
係
資
料
の
中
に
記
録

さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
確
認
下
さ
い
。

　
沖
縄
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
事

故
件
数
は
載
っ
て
い
ま
す
が
、
一
九

八
一
年
以
降
の
も
の
で
す
。

当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、資
料

所
蔵
の
検
索
を
利
用
者
ご
自
身
で

行
な
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。検
索
方

法
に
つ
い
て
は
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

A
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平
成
十
九
年
六
月
分
よ
り

公
文
書
館
ダ
イ
ア
リ
ー

●�

六
月
一
日
　
金
曜
日

公
文
書
館
は
、宜
野
湾
市
に
あ
る
沖

縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
と
の

共
催
に
よ
り
、第
百
五
十
三
回
シ
マ
研

究
会「
公
文
書
館in

沖
縄
国
際
大
学
〜

大
学
生
の
た
め
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講

座
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　
公
文
書
館
を
管
理
・
運
営
す
る
県
文

化
振
興
会
の
公
文
書
専
門
員
と
修
復

士
が
、公
文
書
館
所
蔵
の
映
像
資
料
を

上
映
し
て
解
説
し
、公
文
書
館
の
利
用

方
法
や
施
設
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
レ
ポ
ー
ト
や
修
了
論
文
を
執
筆
す

る
大
学
生
に
、も
っ
と
公
文
書
館
を
活

用
し
て
ほ
し
い
と
い
う
呼
び
か
け
に
、

参
加
し
た
百
二
十
人
の
み
な
さ
ん
が

耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
公
文
書
館
に
あ
る
歴
史
資
料
の
宝

庫
か
ら
い
ろ
ん
な
情
報
を
探
し
出
し

て
、調
査
研
究
に
役
立
て
て
く
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

● 

六
月
七
日
　
木
曜
日

　
県
文
化
振
興
会
の
公
文
書
専
門
員

三
人
が
、県
立
病
院
事
業
局
保
管
文
書

の
調
査
・
選
別
を
行
い
ま
し
た
。

● 
六
月
十
二
日
　
火
曜
日

　
南
風
原
町
立
津
嘉
山
小
学
校
六
年

生
十
七
人
の
み
な
さ
ん
が
、公
文
書
館

へ
職
場
見
学
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。

　
児
童
の
み
な
さ
ん
は
好
奇
心
い
っ

ぱ
い
、い
ろ
ん
な
質
問
が
飛
び
出
し
ま

し
た
。公
文
書
館
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か

わ
か
っ
た
か
な
？
公
文
書
館
の
仕
事

や
、沖
縄
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
く

れ
た
か
な
？

　
ま
た
い
つ
か
、公
文
書
館
に
調
べ
も

の
に
来
て
く
れ
る
日
を
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
の
日
か
ら
県
文
化
振
興
会

の
公
文
書
専
門
員
ら
が
県
庁
の
文
書

保
存
管
理
室
に
出
向
き
、そ
こ
で
保
存

し
て
い
る
文
書
を
、公
文
書
館
に
引
き

渡
し
て
も
ら
う
た
め
の
準
備
作
業
を

開
始
し
ま
し
た
。お
よ
そ
三
千
五
百
箱

の
文
書
を
点
検
す
る
作
業
は
、し
ば
ら

く
続
き
ま
す
。

　
公
文
書
館
の
ご
近
所
に
あ
る
真
和

志
高
校
で
は
、
図
書
館
主
催
に
よ
り

「
慰
霊
の
日
を
考
え
る
資
料
展
」
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　
公
文
書
館
が
過
去
の
展
示
に
使
用

し
た
大
判
の
空
中
写
真
も
使
用
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
空
中
写
真

は
、米
軍
が
沖
縄
上
陸
の
前
後
に
撮
影

し
た
も
の
で
す
。

　
高
校
生
の
み
な
さ
ん
は
、那
覇
近
郊

の
空
中
写
真
に
見
ら
れ
る
当
時
の
様

子
と
あ
わ
せ
て
沖
縄
戦
の
記
録
を
ひ

も
と
き
な
が
ら
、平
和
学
習
を
深
め
て

い
る
よ
う
で
し
た
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・

セ
レ
モ
ニ
ー
に
は
県
文
化
振
興
会
の

職
員
も
参
加
し
、公
文
書
館
所
蔵
資
料

の
活
用
を
よ
び
か
け
ま
し
た
。

● 

六
月
十
三
日
　
水
曜
日

　
大
阪
に
あ
る
テ
レ
ビ
局
が
、沖
縄
の

戦
後
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
番
組
を
制

作
す
る
た
め
、所
蔵
資
料
の
調
査
と
撮

影
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。お
よ
そ
二
時

間
半
か
け
て
撮
影
は
終
了
。公
文
書
館

の
資
料
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
の
解
明

に
用
い
ら
れ
る
か
、放
映
が
楽
し
み
で

す
。

● 

六
月
十
七
日
　
日
曜
日

　
宜
野
湾
市
新
城
区
自
治
会
の
み
な

さ
ん
お
よ
そ
六
十
人
が
公
文
書
館
を

訪
れ
、
映
像
資
料
を
閲
覧
し
た
り
、
展

示
を
観
覧
し
ま
し
た
。

　● 

六
月
二
十
六
日
　
火
曜
日

　
与
那
原
町
板
良
敷
老
人
ク
ラ
ブ
三

十
五
人
の
み
な
さ
ん
が
、映
像
資
料
を

閲
覧
し
、展
示
を
観
覧
し
ま
し
た
。

● 

六
月
二
十
九
日
　
金
曜
日

　
連
続
講
座
　
第
一
回
　
「
中
国
・
薩

摩
は
琉
球
を
ど
う
見
た
か
」を
開
催
し

ま
し
た
。
講
師
の
深
澤
秋
人
先
生
（
沖

縄
国
際
大
学
非
常
勤
講
師
）
は
、
四
百

年
に
わ
た
る
琉
球
と
中
国
の
交
流
の

歴
史
を
、新
た
な
視
点
か
ら
ひ
も
と
い

て
下
さ
い
ま
し
た
。

　
「
歴
代
宝
案
」
に
見
ら
れ
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
と
し
て
、中
国
に
渡
っ
た
琉
球
の

人
々
と
現
地
の
人
々
と
の
接
触
の
様

子
を
、い
き
い
き
と
解
説
し
て
下
さ
っ

た
の
も
印
象
的
で
し
た
。

　
第
二
回
は
七
月
六
日
。薩
摩
と
琉
球

の
関
係
に
つ
い
て
の
お
話
に
な
る
と

の
こ
と
で
、楽
し
み
で
す
。

●

六
月
三
十
日

土
曜
日

平
成
十
九
年
度
公
文
書
館
友
の
会

総
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。公
文
書
館
の

サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
は
す
で
に
二

百
名
を
超
え
て
い
ま
す
。入
会
の
ご
相

談
は
、
公
文
書
館
ま
で
、
お
気
軽
に
ど

う
ぞ
。

深澤秋人さん
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第1 回　常設展

生徒のための夏休み映写会㈼

講習会「簡易補修と保存箱」
講師：大湾ゆかり( 財)沖縄県文化振

興会修復士

生徒のための夏休み映写会㈽

生徒のための夏休み映写会㈿

講演会「米国における政府公文書へ
のアクセスの保証：米国国立
公文書館・記録管理庁(NARA)
の役割」

講師：マイケル・J. カーツ（米国国
立公文書館記録管理庁記録サ
ービス局局長）

生徒のための夏休み映写会㈸

第2  回　常設展

講演会「おきなわ豆腐ロード」
講師：宮里千里（那覇市総務部長）

移動展「映像と写真が語る宮古」

講演会「身近にできる資料の保存処
置( 仮題）」

講師：尾立和則(元京都造形芸術大
学教授)

●交通案内

ｦｺ

●公文書館カレンダー

平成19 年８月から平成20 年３月まで

●休館日のお知らせ

・毎週月曜日
・国民の祝日である休日および慰霊の日
・年末年始( 12月29日～１月３日)

●展示室閉室

展示入替のため、次の期間は展示室閉室
となります。
・９月25日～30日

●利用案内

・開館時間  午前９時から午後５時まで ・閲
覧・複写の申請は４時30分までです。 ・参
考資料室の資料や、ビデオの利用は、閲

覧申請の必要はありません。お気軽にご

利用ください。

・書庫の資料を閲覧する際には、利用証を

作成してください。その際、運転免許証や

学生証などの身分証明書を提示してくだ

さるようお願いします。利用証は、発行か

ら一年間有効です。

・閲覧室での筆記用具は鉛筆をご使用くだ

さい。

・原則として資料の館外貸出はできませ

ん。閲覧および複写でご利用下さい。複写

は所定の実費をお支払い下さい。

・鞄等はロッカーにお預けください。ロッ

カーは百円硬貨を入れて使用し、使用後

は戻ってくるタイプのものです。

・バスのごあんない　
・那覇バス（株）…
1・２・３・５・１５番線新川営業所下車
１分、・東陽バス（株）…
91番線　新川バス停下車１分

毎月イベント盛りだくさん!　公文書館へ行こう!!
すべて参加無料です!!!

毎月イベント盛りだくさん!　公文書館へ行こう!!
すべて参加無料です!!!

沖縄自
動車道

環
状
２
号
線

●
金城ダム

県立南部医療センター・
こども医療センター

●

●
●

●
識名園

那覇I C

←識名

上間交差点 兼城交差点

与那原→

与那原→

●沖縄中央育成園

県
道
2
4
1
号
線

県
道
2
4
1
号
線

←国場

那覇バス新川営業所

沖縄県計量検定所

8  月9  日
(  木)

8  月10  日
(   金)

8  月16  日
(   木)

8  月2 3  日
(   木)

8  月3  0  日
(   木)

10 月2 6 日
(  金)

平成20 年
2  月15  日
(   金)

㈰午前10  時～
㈪午後2  時～

午後2  時～5  時

㈰午前10  時～
㈪午後2  時～

㈰午前10  時～
㈪午後2  時～

午後3  時3 0  分8  月2 4  日
(  金)　 　 ～5  時

㈰午前10  時～
㈪午後2  時～

午後6  時3 0  分
　～8  時

午後2  時～5  時

公文書館展示室

公文書館閲覧室 
ミニシアター

公文書館講堂
定員40人（要
申込）

公文書館閲覧室
ミニシアター

公文書館閲覧室
ミニシアター

公文書館講堂
（要電話申込）

公文書館閲覧室
ミニシアター

公文書館展示室

公文書館講堂

宮古島市総合
博物館

公文書館講堂

～9 月2 2 日（土）まで開催中

10 月2 日(  火) ～平成2 0  年
3 月3 0  日(  日) まで

11月2 0  日(  火)  ～
11月3 0  日(  金)

表紙の資料「米軍作成沖縄電話帳 1 9 4 5  年9 月」について
　この電話帳は、平成18年11月米国在住のシャロン・ボ

ートライト女史より当館に寄贈されました。これは、彼女

が偶然「OKINAWA」という文字に父親のことを思い出
し購入したそうです。

シャロンさんの父・エリオット・ボートライト氏は、

LCT792(戦車隊上陸艇)の電気係として沖縄戦に参戦

し、伊江島で終戦を迎えました。彼女は幼い頃、父親から

「IESHIMA」の話を聞かされ、一度は訪れてみたいと

シャロン・ボートライトさん 思っていたところ、昨年11月、伊江島に行く機会を得ま
した。

　島では戦争遺跡を見て廻り、島出身の年寄りから戦争体験を聞くなどして、

父親の沖縄に対する思いを少しは理解できたと言って帰国されたそうです。

　戦争体験は沖縄住民だけではなく、出征した米兵家族にも大きな傷痕を遺し、

60年経た現在でも様々に語り継がれています。
（資料コード 0000071110)
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